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第 1 章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 16 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるため、

準備書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算して 1月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

令和 2 年 10 月 30 日（金） 

 

(2) 公告の方法 

①日刊新聞紙による公告（別紙 1 参照） 

下記日刊紙に「公告」を掲載した。 

・令和 2 年 10 月 30 日（金）付 熊本日日新聞 

※令和 2 年 11 月 14 日（土）、15 日（日）に開催する説明会についての公告を含む 

 

②インターネットによるお知らせ 

令和 2 年 10 月 30 日（金）から、下記のウェブサイトに「お知らせ」を掲載した。 

・熊本県のウェブサイト（別紙 2-1 参照） 

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20572.html 

・株式会社レノバ ウェブサイト（別紙 2-2 参照） 

https://www.renovainc.com/assessment/reihoku-amakusa_wind_EIA/ 
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(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 4 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦覧

を行った。 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・熊本県庁（行政棟本館一階情報プラザ） 

（住所：熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1） 

・苓北町役場 水道環境課 

（住所：熊本県天草郡苓北町志岐 660） 

・天草市役所 市民環境課 

（住所：熊本県天草市東浜町 8-1） 

・天草市役所 天草支所 

（住所：熊本県天草市天草町高浜南 488-1） 

②インターネットの利用による縦覧 

・株式会社レノバ ウェブサイト 

https://www.renovainc.com/assessment/reihoku-amakusa_wind_EIA/ 

 

(4) 縦覧期間 

・縦覧期間：令和 2 年 10 月 30 日（金）から 11 月 30 日（月）まで 

（土・日曜日、祝日を除く。） 

・縦覧時間：各庁舎の開庁時間内 

 ※令和 2 年 12 月 1 日（火）～12 月 14 日（月）は自主的な対応期間として、法定の縦

覧期間以降も図書を公表しました。 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、上記の期間、終日アクセス可能な状態

とした。 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（意見書箱への投函及び意見の郵送）は 10 件であった。 
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2. 環境影響評価準備書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17 条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説明会を開催

した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価準備書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1 及び別紙 2-2 参照） 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

【環境影響評価法の規定に基づく説明会】 

・開催日：令和 2 年 11 月 14 日（土） 

・開催場所：下田北地区コミュニティセンター体育館 

（熊本県天草市天草町下田北 534-1） 

・開催時間 13:00～14:30 

・来場者数：7 名 

 

・開催日：令和 2 年 11 月 15 日（日） 

・開催場所： 苓北町コミュニティセンター体育館 

（熊本県天草郡苓北町志岐 1230-1） 

・開催時間：13:00～14:30 

・来場者数：17 名 

 

【自主的に開催した説明会】 

法に定められる説明会に加え、地域の方々を対象とした自主説明会を開催した。 

自主説明会の周知については、対象地区においてチラシの全戸配布を行った。 

・開催日：令和 2 年 11 月 10 日（火） 

・開催場所：下田北地区コミュニティセンター 

（熊本県天草市天草町下田北 534-1） 

・開催時間：19:30～21:00 

・来場者数：14 名 

 

・開催日：令和 2 年 11 月 10 日（火） 

・開催場所：福連木地区コミュニティセンター 

（熊本県天草市天草町福連木 3645-2） 

・開催時間：19:30～21:00 

・来場者数：6 名 
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・開催日：令和 2 年 11 月 11 日（水） 

・開催場所：都呂々一区集会所 

（熊本県天草郡苓北町都呂々1850-2） 

・開催時間：19:00～20:30 

・来場者数：22 名 

 

・開催日：令和 2 年 11 月 12 日（木） 

・開催場所：苓北町都呂々公民館 

（熊本県天草郡苓北町都呂々114） 

・開催時間：19:00～20:30 

・来場者数：20 名 

 

・開催日：令和 2 年 11 月 13 日（金） 

・開催場所：苓北町都呂々公民館 

（熊本県天草郡苓北町都呂々114） 

・開催時間：19:00～20:30 

・来場者数：27 名 

 

・開催日：令和 2 年 11 月 14 日（土） 

・開催場所：都呂々四区集会所（木場集会所） 

（熊本県天草郡苓北町都呂々5153-2） 

・開催時間：19:00～20:30 

・来場者数：20 名 
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3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の提

出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

令和 2 年 10 月 30 日（金）から令和 2 年 12 月 14 日（月）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。 

①縦覧場所に設置した意見書箱への投函（別紙 3 参照） 

②株式会社レノバへの書面の郵送  

 

(3) 意見書の提出状況 

10 名の方から合計で 27 件の意見が提出された。 

【内訳】 

・環境の保全の見地からの意見：26 件 

・その他の意見：1 件 
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第 2 章 環境影響評価準備書に対する環境の保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 18 条及び第 19 条に基づく、準備書について提出された環境の保全の見地から

の意見の概要及びその他の意見、これに対する事業者の見解は次のとおりである。 

 

表 1 環境影響評価準備書について提出された意見と事業者の見解 

（環境の保全の見地からの意見） 

意見書番号 

（意見者所属） 

意見 

番号 

意見 事業者の見解 

1 
（苓北町在住 A 氏） 

1 風車を観光利用するための整備を行ってほ
しい。天竺からであれば風車を良くながめる
ことができるので風車を紹介する案内板を設
置したり展望台を整備するなど、人を呼んだ
りいこいの場として活用できる場を作ってほ
しい。 

本事業の観光への活用に関するご期待のご
意見ありがとうございます。 

風車の観光利用に関するご意見については、
天竺以外の場所についてもご要望をいただい
ています。本事業の風車については、環境融和
色への塗装など景観への配慮を計画しており、
観光利用に関する整備については、このような
景観への配慮検討と合わせて、今後地元行政と
協議を行い検討したいと思います。なお、苓北
町は「電気のふるさと」としてのまちづくりを
推進していることからも、風車を景観資源とし
て活用し、地元の方々や遠方からの来訪者に対
する「電気のふるさと」としてのまちづくりの
アピールなどに貢献できるよう協力したいと
考えます。 

2 
（苓北町在住 B 氏） 

2 風車完成後、新しく作られた管理用の道路
を林業に利用させてもらいたい。現状では伐
採木の搬出ができないので、道路を利用でき
れば間伐などの作業を今以上に効率良くでき
るようになる。そのため、山の状態を良くす
るのにも役立つと思う。 

本事業の林業への活用に関するご期待のご
意見ありがとうございます。 

今後、地元行政と相談しながら検討していき
たいと思います。本事業地の一部の尾根につい
ては、アクセス道路がないため木材の搬出がで
きず、現状では切捨て間伐になっているとお聞
きしています。また、本事業に関して森林組合
様などから県へ要望書が提出されており、本事
業の道路等整備による林業振興への寄与をご
期待されているとお聞きしております。 

林業振興は地元産業の活性化につながるも
のであり、また、適切な森林管理により、健全
な森林環境の維持・創出、防災等に寄与するも
のと考えますので、可能な限り利用できるよう
検討を進めたいと思います。 

3 
（苓北町在住 C 氏） 

3 （環境教育への利用） 

地域の子供たちの環境教育に風車を活用で
きないか。西原村の「風の子塾」のような環
境教育活動を町や事業者が協力してできれば
良いと思う。 

本事業の環境教育への利用に関するご期待
のご意見ありがとうございます。 

地域の方々や学校等のご要望も踏まえなが
ら、地元行政と相談して実施できるよう検討し
ていきたいと思います。苓北町においても再生
可能エネルギーの推進に取り組んでいること
から、町と連携した地球温暖化防止や脱炭素社
会実現等関する環境教育など、検討を進めたい
と思います。 

4 
（天草市在住 D 氏） 

4 風車騒音の特徴として、振幅変調音や純音
性の音が発生し、より耳につきやすく、わず
らわしさに繋がる場合があるとのことだが、
下田北地区は夜間になると内陸から海に向か
って吹く風が多くなるため、より騒音として
感じるのではないかと心配する。 

市民から騒音の訴えがあった場合は、具体
的にどのような調査を行い、どのような対応
を行うのか。 

環境影響評価に使用した騒音の予測式（ISO 

9613-2）は音が伝搬しやすい順風条件を想定し
ており、全方位に対して風下の状況を想定した
安全側の予測結果となっています。予測結果
は、国の指針値である「残留騒音+5dB（また
は残留騒音レベルに応じた下限値）」を満たし
ています。 

稼働後の音に関するご意見については、現地
事務所にご連絡いただきたく考えております。
その後、弊社で現地を確認の上、風車が原因で
騒音影響が生じている可能性があれば調査に
より原因究明を行ったうえで、必要に応じ対策

（表は次のページに続く） 
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検討したいと考えております。 

5 環境影響評価の項目すべてが基準値等を下
回り、何ら問題はないと説明しているような
印象を受けたが、本当に人体への影響はない
のか。 

例えば、ご意見をいただいた音に関して、「風
力発電施設から発生する騒音に関する指針に
ついて（環境省、平成 29 年）」によると、研究
結果を踏まえ、風力発電施設から発生する騒音
が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は
低いと考えられること、風力発電施設から発生
する超低周波音・低周波音と健康影響について
は、明らかな関連を示す知見は確認できないこ
とが報告されています。 

環境省の指針は風車に特有の音による「わず
らわしさ」を考慮して設定されたものであり、
この指針値を満たすことで、人の健康に直接的
に影響を及ぼす可能性は低いと考えておりま
す。 

車両の走行による大気質及び騒音の環境基
準等の他の項目についても同様であり、生活環
境への影響を考慮した数値が基準として設定
されていますので、これを満たすことで人の健
康に直接的な影響を及ぼす可能性は低いと考
えております。 

6 風力発電の建設は、地元で生活する者にと
っては、健康被害を心配するだけで、メリッ
トはあるのか。 

計画地の周囲の林道の整備や、交互通行がで
きるようなスペースの確保による交通の利便
性向上、林業の活性化とそれによる山の管理の
推進などにより、地域に貢献できると考えてお
ります。 

5 
（天草市在住 E 氏） 

7 2020 年 11 月 10 日に説明会がありました風
力発電の件で、私が質問したことに対しいつ
返事をいただけますでしょうか。 

それと、あなた様から頂いた書類を頂きま
したなかにツルの飛来の図がありましたが誰
が調べたか知らないが、あれは絶対に嘘。 

私は、何十年もツルが来る時、帰る時、畑
及び海の上から眺めています。 

頭の上をV字型に声を出しながら飛行して
います。 貴方の説明ルートとは違います。 

コロナで説明会を開催されてもなかなか人
が集まらないし、おちついてから説明会を開
催して欲しい。 

とにかく、人体への影響あるかないか、そ
れが一番。 

説明会にご参加いただきましてありがとう
ございます。当日にいただいたご質問に対する
回答を含め、環境影響評価に関する意見につい
ては、正式にご提出いただいた意見書への回答
（本書）をもって代えさせて頂きます。今後、
環境影響評価法に基づく説明会だけでなく、地
元の皆様には説明会等の形で、事業の進捗等を
説明させていただく場を設ける予定ですので、
その際に事業に対するご意見や質問をお伺い
します。 

現地調査については、方法書の審査を踏まえ
た調査手法、調査期間で実施しており、特に渡
り鳥については春季、秋季ともに 2 週間以上の
調査を実施しており、その結果を準備書に掲載
しております。 

説明会については、法定の説明会と自主説明
会を合わせて 8 回開催し、133 名にご参加頂い
ており、周囲にお住いの皆様に多数ご参加いた
だいたと考えております。今後、区長様や自治
体からのご要望があれば、必要に応じて開催を
検討したいと思います。 

また、環境影響評価においては生活環境への
影響を考慮した数値基準との比較を行ってお
り、これを満たすことで人の健康に直接的な影
響を及ぼす可能性は低いと考えております。 

6 
（天草市在住 F 氏） 

8 苓北町と天草町の町境（南側の 3 基のたつ
尾根の下はほとんど天草町）であるにもかか
わらず、天草町側では事業や説明会そのもの
の周知徹底がなされていないことに大きな疑
問を抱いています。 

開催が知られないままに行われる説明会っ
て、意味をなしていないのではないですか？
参加者を増やす努力がなさぬままの説明会で
「開催したという既成事実をつくった」と思
われて終わるのは双方のためによくありませ
ん。多方面で影響が及ぶ可能性のある住民た
ちにくまなく情報を届け、対話の機会をもっ
て初めて、説明会の意義をなします。この段
階で終了とするのではなく、もう一度、しっ

説明会については法に従った周知及び開催
を行っております。 

周知については、法に従った周知に加え、苓
北町都呂々地区と旧天草町福連木地区及び下
田北地区については説明会開催等の告知のチ
ラシを全戸配布しております。 

説明会の開催については、令和 2 年 11 月に
苓北町と天草市において法定の説明会を開催
しました。これに加え、自主的な説明会として
令和 2 年 11 月に苓北町都呂々地区と旧天草町
福連木地区および下田北地区において合計 6

回の説明会を開催しています。法定の説明会と
合わせて合計 8 回の説明会を開催し、133 名に
ご参加いただきました。そのため、地域の皆様

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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かりとした説明会を行ってください。 に多数ご参加いただいたと考えております。 

9 コロナ禍においては集うリスクもいわれて
いますが、今はオンラインで双方向のやりと
りができる時代です。むしろ、コロナをきっ
かけに働き方を見直すなかで、都市部から該
当地域へ UI ターンを考えたり、多拠点生活で
の関わりを検討する人も出てきています。そ
うした状況の中で、「知らぬ間に進んでしまう
こと」に対するさまざまな意見が出てきても
おかしくありません。３つの尾根にたくさん
の風車をつくるためには、かなりの面積の森
林が失われます。これから何十年にも渡って
稼働し続けるであろう風車によって、さまざ
まなリスクが考えられます。 

「生活環境」「仕事環境（農林水産業、観光
業ほか）」「地球環境」などに決して小さくな
い影響を及ぼす事業となるのですから、苓北
町の住民説明会だけでなく「関係者」にくま
なく検討と対話の機会を届ける機会をつくっ
てください。集うリスクを減らし、事業体の
皆さんの移動コストや会場運営費もかからな
いオンライン説明会であれば、比較的容易に
できるのではないですか？できないのであれ
ばその理由と、オンライン説明会に変わる機
会の創出を模索してください。 

弊社の事業に伴う樹林環境の改変面積は約
30ha ですが、環境影響評価における調査範囲
（対象事業実施区域及びその周囲の300mの範
囲）にはその森林環境が約 850ha 存在し、さら
に調査範囲外にも森林は多く存在します。 

環境影響評価の結果は、国及び県の専門家に
より環境保全の配慮がなされているか審査を
受けることとなります。また、林地開発許可制
度の中で土砂の流出等の災害の防止の観点か
ら計画の立案が求められます。このように、事
業の計画段階において環境保全、災害防止等の
観点から客観的な審査を受けた結果、事業が実
施できます。従って、開発事業に関する様々な
許認可制度等を通して、ご指摘の風車による
様々なリスクの低減が担保されると考えてお
ります。 

説明会については合計 8 回開催し、133 名に
ご参加頂いており、周囲にお住いの皆様に多数
ご参加いただいたと考えております。 

ご提案頂いたオンライン説明会の利便性も
認識しておりますが、画面越しのやり取りにな
ることや、事業地周辺の地域の方々はご高齢の
方が多く、オンライン説明会への参加が難しい
こと、通信環境や機器のトラブル等により適切
に説明等が行えない可能性というデメリット
も想定されます。弊社としては、直接会場で皆
様にご説明し、地域の皆様から忌憚のないご意
見を頂戴することが合意形成及び信頼関係の
構築のうえで重要と考えております。 

今回の説明会については、自治体とも相談の
上、会場での開催としました。 

 

10 水質調査について。「都呂々川下流」の水質
測定結果はありますが、各地区の農業用水な
どにも用いられている川や沢の水についての
調査が不十分です。その影響は苓北町だけで
なく、地続きで隣接する天草町の下田北集落
や福連木集落にも及びます。「水量」「水脈」
も影響評価項目の選定に含めるべきではない
でしょうか。河川水を利用できない中山間地
の田畑は湧水や伏流水の沢水を利用していま
す。水脈変化に伴う枯渇や水質悪化を生じる
可能性は本当に「ない」と言い切れますか？ 

水質の調査地点については、改変区域からの
濁水の影響を考慮する目的で、各調査地点の集
水域が改変区域を包含するよう、複数地点設け
ております。濁水は各所に設置する沈砂池から
排水されることとなり、その排水方向は全て苓
北町方向で計画しています。 

水量・水脈については環境影響評価において
参考項目とはなっておらず選定しておりませ
ん。また、尾根上での事業であることから、水
源となるような大量の地下水が存在しそれを
遮断するなどの影響発生は想定していません。
ボーリングによる地盤の調査を行いますが、仮
に地下水が存在する層が確認された場合には
地下水の流れを確保するような一般的な工法
を採用することで、地下水の流れに影響が及ば
ないよう対策することが可能です。 

人工物の設置を伴う改変は尾根上の限定的
な範囲であること及び上記より、湧水や伏流水
の水源を遮断する等の重大な影響を及ぼす可
能性は低いと考えております。 

11 「海域の水質」として「対象事業実施区域
及びその周囲における海域の水域の状況につ
いて、測定地点は図 3.1-11 のとおりである」
の「図 3.1-11」を見つけることができません
でした。本当に十分な地点数および内容の調
査がなされているのでしょうか？天草灘およ
び東シナ海へつづく海域ですので、影響はこ
の一帯の漁業者に止まらないはずです。 

ご指摘の図については、文章の 5 ページ後
（p66）に掲載しており、これは熊本県が公表
する既存資料（公共用水域調査）の結果を示し
ています。 

本事業の環境影響評価においては、改変区域
からの濁水の影響を把握する目的で、対象事業
実施区域の周囲の河川水質調査を独自に行い、
その結果を準備書（第 10 章）に掲載しました。
調査地点の集水域が改変区域を全て包含する
よう、複数の河川で地点を設けておりますの
で、十分な地点を設定できていると考えており
ます。 

また、河川に到達する段階で工事による濁水

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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対策を講じることが基本であり、沈砂池やふと
んかごなどの濁水対策が効果的に機能する限
りは、弊社の工事の実施による追加の濁りの影
響が海域に及ぶことは想定されません。 

 

12 水底の底質の状況について。「熊本県の河川
6 地点、海域 19 地点において調査が実施され
ているが、対象事業実施区域及びその周囲に
おいて調査は行われていない」ということの
みが記されています。独自の調査はしないま
ま進むのですか？ 

森林がなくなり、腐食土層が消失すること
で、無機土も流出します。この土砂が雨によ
って川や海へ流れ込み、海底に堆積すると底
生生物は死んでしまいます。天草灘でもすで
に磯焼けの問題は顕著です。産卵場所や成育
場所となる藻場がこれ以上失われてしまえ
ば、もうこの海域に魚は戻ってきません。こ
の地域で数少ない産業のひとつである水産漁
業が成り立たなくなれば、ますます過疎化が
進み、担い手はいなくなります。目先の 5 年
10 年だけでなく、数十年にわたって「本当に
悪い影響はない」と言い切れるだけの現状調
査と未来の可能性の分析をし、納得のいく説
明をしてください。 

発電所アセス省令において、水域の底質に関
する調査範囲は「しゅんせつを行う区域」であ
るとされています。しかし、本事業では河川等、
水域の直接改変が無いため、ご指摘の水底の底
質については環境影響評価の対象として選定
しておりません。項目の選定については、方法
書の審査を受けて妥当性が確認されています。 

なお、改変区域については土砂流出を防止す
るため、転圧や緑化による法面保護等の処理を
行います。 

13 地球全体の環境問題を考えると、再生可能
エネルギーの推進を行うことは急務であるこ
とはわかっていますが、風力発電が本当に再
生可能エネルギーであるのかどうかの確信が
持てません。山の尾根とそこに至るまでの道
のりを大きくきりひらくことで、伐採された
周囲の林床も含めた森林の変化があります。
土の保水力が失われ、水脈への影響や、ある
いは土砂災害のリスクも高まります。燃料費
がかからない反面、設備投資やメンテナンス
費用はそれなりの額となると聞きます。また、
風力発電の耐久年数は一般的に 20 年と聞き
ますが、20 年後、そのブレードが処分の難し
い巨大な廃棄物となっていないでしょうか。
もしそうであれば、問題を先送りにしさらに
大きくしているだけではないですか？これを
持続可能な開発といっていいものかどうか疑
問です。長い目で見て、この地域や日本、世
界全体の自然環境のことを考えた取り組みで
あるという裏付けがあるのであれば、お示し
ください。ないのであれば、しつかりと再考
してください。 

本事業の対象事業実施区域は約 300ha であ
り、このうち風力発電所開発に伴う森林伐採は
尾根上の 30ha 程度の限定的な範囲です。文献
（風力発電所設置に伴う森林伐採がCO2 削減
効果に与える影響（初期検討） （風力エネル
ギー利用シンポジウム 2009 31））においては、
風力発電所設置に伴う森林伐採による CO2 吸
収量の減少は、風力発電所による CO2 削減量
に比べて非常に小さいとされており、森林伐採
による CO2 削減量の減少は 1％未満とされて
います。以上から、弊社としては風力発電所は
地球温暖化対策へ寄与するものと考えており
ます。 

一方で、ご指摘のような災害対策、環境保全
については十分検討が必要と考えており、災害
対策及び環境影響対策については、地質の専門
家の助言を仰ぎながら検討を進めて参りまし
た。廃棄物についても、適切に対応して参りま
す。 

 

7 
（熊本市在住 G 氏） 

14 九州を含む西日本は外来種のチョウセンイ
タチが在来種のニホンイタチを駆逐している
状況にある中で、天草地域はニホンイタチの
割合が高い地域である。そのことについて触
れていない。また、調査で把握されたイタチ
属について、いずれの種であるかを正確に判
別する DNA 判定が必要であるが、それが実
施されていない。その判別を実施すべきであ
り、その結果によっては保全策の判断を変更
する必要がある。 

環境影響評価では重要な種として選定され
た種を対象に予測評価を実施しており、イタチ
科の一種についてはニホンイタチである可能
性も含まれていることから、予測評価結果を記
載しております。確認された種がチョウセンイ
タチであった場合は重要な種として選定され
ていないことから、環境影響評価では予測評価
の対象外となります。 

15 コウモリ調査の結果表示に不備がある。
SM4 による推定種が示されているが、解析画
像が示されていないので、種の判別基準がわ
からない。既存の文献に示されているソナグ
ラムと比較すべき。また、SM4 の故障等によ
る欠測期間が結構長く、134 日中の 40 日ほど
あり不十分ではないか。 

ソナグラムについては既存文献「コウモリ識
別ハンドブック」（コウモリの会、平成 23 年）
を参考にしておりますが、ソナグラムでは種の
同定が困難なものもあることから、有識者の意
見を踏まえ、周波数帯での区分としておりま
す。解析画像については評価書において掲載を
検討いたします。また、調査期間については欠
測期間があったものの、各周波数帯における飛

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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翔高度の傾向の把握はできております。 

16 コウモリ類の影響予測について、「移動経路
の遮また、断・阻害が起こる可能性がある」
としながら、影響が小さくものと推定してい
る根拠が曖昧である。具体的な根拠を示す必
要がある。また、「ブレードヘの接触の可能性
がある」としながら、その後に「不確実性が
ある」という文言を載せているが、「不確実な
ので影響が小さい」という印象を与えており、
不誠実ではないか。 

移動経路の遮断・阻害については、改変は風
力発電機ヤード部及び搬入路に限定されるこ
と、移動経路を阻害するような面的な構造物を
設置するものではなく、風力発電機の周辺には
迂回可能な空間が確保されていることから、影
響は小さいものと予測しております。また、ブ
レード等への接触に係る予測については、種に
よっては特定の時期及び時間帯において、ブレ
ード等への接触の可能性があるものと予測し
ておりますが、不確実性を伴っていると考えら
れるため、バットストライクの影響を確認する
ための事後調査を実施することと記載してお
ります。 

17 バットストライクを防ぐ方法として高めの
カットイン風速設定があるが、それついて述
べていない。風速とコウモリ類の確認状況の
関連性が示されているので、それを元にバッ
トストライクを低減させるカットイン風速を
推定する必要がある。 

音声モニタリング調査の結果では、高度 50

ｍでは風速 3～4m/s 時、高度 20m では風速 2

～3m/s 時の確認数が最も多かったものの、移
動経路を阻害するような面的な構造物を設置
するものではなく、風力発電機の周辺には迂回
可能な空間が確保されていることから、影響は
小さいものと予測しております。コウモリ類の
ブレード等への接触に係る予測には不確実性
を伴うことからバットストライクの事後調査
を実施いたします。その結果を踏まえて影響が
明らかとなった際には、有識者の意見も踏まえ
て環境保全措置を検討いたします。 

8 
（熊本県団体 A） 

18 重要な両生類への影響予測（ニホンヒキガ
エル）について、幼生が 100個体確認されて
いる水場に関する影響予測が見当たりませ
ん。樹林地の林道沿いという記述があります
が、繁殖場が林道沿いならば進入道路の拡幅
工事でこの繁殖場は容易に消失すると思われ
ます。両生類への影響で最も深刻なのは繁殖
楊の消失です。そして山間部において繁殖で
きるような止水域は非常に少ないことも考え
合わせると、繁殖できる止水域の代替が必要
と思われます。検討されることを願います。 

尾根間の谷部や尾根周辺の水田地帯には両
生類の繁殖場となり得る箇所が残存いたしま
すが、ご意見を踏まえて、評価書においては極
力改変区域の縮小を検討いたします。 

19 環境保全措置の検討にコウモリ類の衝突に
関する記述がないのが問題と思われます。コ
ウモリ目 A についてオヒキコウモリ、コウモ
リ目 B でヒナコウモリ等の可能性があげら
れ、ブレード等への接触の可能性が予測され
ているのに、環境保全措置の検討結果にあげ
られていません。ヒナコウモリは冬季と夏季
でねぐら場所を大きく移動することが知られ
ていますが、今回の地域からそう遠くない場
所にヒナコウモリの繁殖コロニーが最近確認
されたため、一斉に移動する際にブレード等
への接触が懸念されます。今回は風速とコウ
モリ類の確認状況との関係が解析されていま
すので、この結果からカットイン風速の値を
上げる、フェザリングを行うなどの環境保全
措置を検討していただきたい。また、今回の
調査期間は 6 月 20 日～11 月１日になってお
り春に繁殖場所に移動してくる時期が抜けて
いるので、春から夏にかけての期間の追加調
査をぜひ実施していただきたい。さらにデー
タ欠測の 8 月中旬から 9 月上旬の調査もあわ
せて実施していただきたい。 

コウモリ類の衝突については、移動経路を阻
害するような面的な構造物を設置するもので
はなく、風力発電機の周辺には迂回可能な空間
が確保されていることから、影響は小さいもの
と予測しているものの、予測には不確実性を伴
うことからバットストライクの事後調査を実
施いたします。その結果を踏まえて影響が明ら
かとなった際には、有識者の意見も踏まえて環
境保全措置を検討いたします。また、調査期間
については欠測期間があったものの、各周波数
帯における飛翔高度の傾向の把握はできてお
ります。 

9 
（熊本県・ 

東京都団体 B） 

20 (1)アセス図書の縦覧方法について 
貴社によるアセス図書の公開方法が不十分

なため、地域の利害関係者に周知されていな
いことから、地域住民等が事業内容を十分に
把握できず、事業実施後に地域で混乱が生じ
る可能性がある。 

①周知方法について 

これまでにも地区長様をはじめ、地域にお住
いの皆様には随時事業の進捗を説明していま
す。縦覧の周知については法に従って行ってい
ます。地域にお住まいの皆様には、地元行政や
地区長様と相談の上、チラシの全戸配布による

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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①周知方法の問題点 
環境影響評価図書の縦覧と意見書の募集に

係る周知は、貴社および熊本県のホームペー
ジや環境影響評価情報支援ネットワークに限
らず、地域での回覧やポスター掲示、チラシ
配布、その他の関係機関の HP上での掲載な
ど、より多くの人に周知するよう最大限の努
力をすべきである。 
 
②閲覧方法の問題点 
アセス図書の閲覧は、環境影響評価法によ

り定められているとは言え、縦覧期間が 1～
1.5 か月と短く、また、縦覧場所も限られて
おり、インターネット上で閲覧できることは
便利であるが、印刷ができないことは不便で
ある。数百ページもあるアセス図書を縦覧場
所、またはパソコン上のみで閲覧しながら意
見書を作成することは、現実的ではない。縦
覧期間が過ぎてしまうと作成した意見書の内
容の誤りの有無をアセス図書と整合して確認
することもできない。アセス図書の内容が、
実際の対象事業実施区域（以下、計画地とい
う）の状況と齟齬がないかを地域住民等が精
査できることが、環境影響評価の信頼性を確
保し、地域との合意形成を図るうえで不可欠
である。そのため、閲覧可能期間に限らず、
縦覧期間後も地域の図書館などで、図書を常
時閲覧可能にし、また、随時インターネット
で閲覧とダウンロード、印刷を可能にすべき
である。例えば、北海道の幌延風力発電事業
更新計画環境影響評価方法書では配慮書や方
法書などの図書がインターネット上で常時閲
覧可能となっていた。地域住民との合意形成
を図るには、アセス手続きにおける透明性と
公平性の確保が不可欠なため、これら他の事
業者の取り組みを貴社も参考にすべきであ
る。すぐにはアセス図書を常時公開すること
は難しいようであれば、多くの事業者が実施
しているように、関係する自然保護団体等に
紙媒体でのアセス図書を提供すべきである。 

説明会の周知を行い、説明会の場において縦覧
についてご案内しています。また、説明会に関
しては、令和 2 年 11 月に苓北町と天草市にお
いて法定の説明会を開催しました。これに加
え、自主的な説明会として令和 2 年 11 月に苓
北町都呂々地区と旧天草町福連木地区および
下田北地区において合計 6 回の説明会を開催
しています。法定の説明会と合わせて合計 8

回の説明会を開催し、133 名にご参加いただき
ました。 

 

②閲覧方法について 

閲覧方法及び閲覧期間については法に従っ
て設定しており、このうち縦覧期間については
法により 1 ヶ月間と定められていますが、これ
を延長して 1.5 ヶ月間の縦覧期間としました。 

21 (2)計画地周辺の自然環境および鳥類全般
について 
計画地およびその周辺は熊本県内でも数少

ないサシバを頂点とする生態系ピラミッドが
維持されており、また、谷川沿いに水田があ
り、は虫類や両生類が豊富に生息しているな
ど、日本では今もっとも大切にしていかなけ
ればならない里山環境が残る重要な地域であ
る。 
そのことは、貴社が 4 月から 8 月にかけて

毎月 3 日間ずつ行った希少猛禽類調査の結果
（表 10.1.4-19 および表 10.1.4.20）でサシ
バが調査地点（St.）4・5・9 などを中心に 197
回と非常に多く観察されていることからも明
らかである。サシバは環境省による生物多様
性保全上重要な里地里山の選定基準にもなっ
ていることから、営巣位置や繁殖成績など繁
殖実態を明らかにすべきである。また、環境
省による「サシバの保護の進め方」に沿った
対応を検討すべきである。 
また、会員等による普段の観察結果から、

計画地はハチクマやハヤブサなどの繁殖期に
おける行動圏となっている可能性があるが、
風力発電施設（以下、風車という）の建設に
係る資機材等の搬入搬出路の設置や拡幅工事

サシバについては、生息地保全の観点から、
公開版準備書においては営巣位置等を示して
おりません。一方で、非公開版準備書において
は営巣地等の詳細を示しており、これにより審
査会等で適切に審査されるものと考えており
ます。サシバの確認状況については繁殖に係る
行動から営巣地を特定することが出来たこと
から多くの飛翔行動を確認でき、営巣地も複数
確認しております。環境保全措置については
「サシバ保護の進め方」も参考にした内容を準
備書に掲載しております。 

また、現地調査については方法書における審
査等を踏まえた調査手法、調査期間で実施して
おり、特に渡り鳥については春季、秋季ともに
2 週間以上の調査を実施しております。 

調査結果については、専門家より「猛禽類や
渡り鳥の他に普通種（小型種）についても定量
的にまとめられており、調査期間も 1 年間の調
査として十分に実施していることから、調査に
ついては綿密に行われていると思う。」とのコ
メントもいただいており、対象事業実施区域周
辺の鳥類相について把握できているものと考
えます。 

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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により、計画地およびその周辺にあるそれら
が暮らす豊かな自然環境に重大な負荷をかけ
る恐れがある。 
天草西海岸と呼ばれる天草下島の西海岸域

一帯は、多くの鳥類にとって日本でも非常に
重要な渡りおよび移動経路となっている。 
それらのことから、計画地で風車の建設を

検討するのであれば、さらに詳細に鳥類等の
自然環境の状況を把握したうえで影響を再度
評価し、その結果を公表する必要がある。 

22 (3)センサス調査の結果について 
現地調査のうち任意観察調査を主にポイン

トセンサス法とラインセンサス法で行ってい
るが、その調査時期が 4 月、5 月、10 月、1
月となっている。しかし、これでは現地の鳥
類の状況を把握するのには時期が誤ってお
り、また、不十分である。特に 5 月のみを鳥
類の繁殖期としている点は問題である。鳥類
の一般的な生態を知っていれば、当然、6 月
および 7 月も繁殖期として調査を実施するは
ずであることから、貴社による鳥類調査では
繁殖期のデータが不十分であり、影響評価に
おいて誤った結果を導出することは必至であ
る。特に鳥類では繁殖期の生息状況を知るこ
とは影響を評価するうえで重要であり、計画
地においては熊本県で絶滅危惧 II 類に指定
されるサンコウチョウなど希少な鳥が多く生
息している可能性があることから、貴社が計
画地で風車の建設を検討するのであれば、繁
殖期における鳥類の生息状況を再度、詳細に
把握したうえで影響を評価し直し、その結果
を公表する必要がある。 

現地調査については方法書における審査等
を踏まえた調査手法、調査期間で実施いたしま
した。繫殖期を 5 月とした根拠は、繁殖期前半
の方が後期に比べ囀り等、鳴き声等での確認が
しやすく、種相把握が容易だと考えたためで
す。現地調査結果ではホトトギス、アカショウ
ビン、サンコウチョウ、キビタキ、オオルリ等、
代表的な夏鳥が確認されております。 
また、渡り鳥調査及び希少猛禽類調査は 2

月～11 月に毎月実施しており、その中で確認
された一般鳥類も確認種一覧として記録して
いるため、年間の鳥類相としては把握できてい
ると考えます。6 月及び 7 月においても一般鳥
類の記録を行っていることから、繁殖期におけ
る鳥類相は把握できているものと考えており
ます。 
なお、専門家より「猛禽類や渡り鳥の他に普

通種（小型種）についても定量的にまとめられ
ており、調査期間も 1 年間の調査として十分に
実施していることから、調査については綿密に
行われていると思う。」とのコメントをいただ
いており、調査期間及び調査内容は十分である
と考えております。 

23 (4)各環境類型における調査時期ごとの平
均個体数密度について 
632～637 頁にある各環境類型における調

査時期ごとの平均個体数密度について、針葉
樹林より環境が多様な広葉樹林の方が鳥類の
種数が多く、また、夏鳥より冬鳥の方が種数
の多いことは、鳥類の生態において一般的に
知られていることである。しかし、貴社によ
る調査結果では、少ない調査回数においては
ラインセンサス法よりも詳細に鳥類相を把握
できるとされているポイントセンサス法にお
いて、針葉樹林と広葉樹林の間で確認種数に
差がなく、また、繁殖期と冬季でも差がなか
ったとしている。そのことから考えると、貴
社が設定した調査ポイントおよびルートが悪
く、適切に現地の鳥類の状況を把握できなか
ったものと考える。そのため、調査ルートや
ポイントの設定方法を見直したうえで鳥類の
生息状況を再度把握しなければ、環境類型に
よる鳥類の個体数密度の違いを比較すること
はできない。 

ポイントセンサス法による調査結果では、針
葉樹林よりも広葉樹林で確認数が多く、夏鳥よ
り冬鳥の方が種数は多い傾向が見られました。 
なお、現地の針葉樹林（スギ・ヒノキ植林）

は、林床の下草や低木が藪にならない程度で、
適度に多く茂っており、ポイントセンサスを実
施した地点も同様の環境でした。針葉樹林と広
葉樹林で種数に大きな差が見られなかった理
由の一つとして、当地における針葉樹林の林床
は、下草や低木が適度に茂っていたため、餌と
なる昆虫・クモ類等も集まりやすく、それらを
餌とする鳥類も多く出現する傾向にあったの
ではないかと推測しております。 
また、調査地点及び調査内容については方法

書における審査等を踏まえて実施しました。ラ
インセンサスにおいては 1 ラインあたりの距
離も長く、回数も 1 ライン 3回実施しおり、ポ
イントセンサスは各地点の代表的な環境をお
さえております。任意踏査ルートにおいても、
調査範囲を概ね網羅していることから、現地の
鳥類相把握には、十分な調査手法であったと考
えております。 

24 (5)鳥類の渡り時の移動経路調査について 
①猛禽類および一般鳥類の渡りについて 
表 10.1.4.22（1）によると、猛禽類および

一般鳥類向けの渡り時の移動経路調査が 5
月、9 月、10 月に各 3 日間ずつ実施されてい
る。その結果、アカハラダカは St.1、4、5、
9 で確認されたことから、移動経路の幅が広
いことが分かった。一方、当会会員らの観察
では、その時の風向き等の影響により移動経
路が東西にずれること、特に秋の渡りではタ
刻、苓北方面の林に猛禽類等が降りていると

 

①調査期間としては、猛禽類及び一般鳥類の
渡り調査に加え、ツル類の渡り調査として春季
及び秋季に 2 週間以上の期間で調査を実施し
ており、ツル類の渡り調査の際に確認された猛
禽類及び一般鳥類の渡りについても記録を行
い、p729 及び p733 のとおり、猛禽類の渡り経
路についても掲載しております。上記のとお
り、長期間に設定したツル類の渡り調査時にお
いても猛禽類及び一般鳥類の渡りの状況を確
認していることから、対象事業実施区域周辺の

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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いう記録がある。また、計画地では貴社の準
備書で言うところの高度 M など飛行高度が風
車のブレードの高さと重なる可能性も大き
く、バードストライクが発生するリスクが高
い。このように、猛禽類および一般鳥類の渡
り時の移動経路は計画地上にあり、また、貴
社の調査結果よりも経路の幅が広いと予想さ
れることから、さらに詳細な鳥類の渡り時の
移動経路調査を再度実施したうえで、影響を
評価する必要がある。 
 
 
②ツル類の渡りについて 
表 10.14-82(２)の渡り鳥(ナベヅル・ツル

属の不明種)の影響予測について、「風力発電
機周辺は迂回可能な空間が確保されているこ
とから、ブレード等への接触による影響は小
さいものと予測する」としているが、ツル類
などの大型鳥類は、渡り時において、天候が
よく視界が良い日には、風車から数 km 手前か
らでも風車を避けて飛ぶなど障壁影響が生じ
ること、そして、それによる移動経路の変更
や消滅が起きることが国内外の事例により知
られている。また、ツル類は空中での飛行操
作性が低いため、視界不良な気象状況下では、
飛行高度が下がり、風車のブレードを発見し
てもすぐに回避することができないため、移
動経路上に風車を建設すると、バードストラ
イクが発生する可能性が高い。 
これらのことから、貴社はツル類の移動経

路上に風車を建設すべきではない。なお、特
に秋の渡り時には夜間でもツル類が渡ってい
ることが知られているため、貴社がさらにツ
ル類の渡り時の移動経路について調査するの
であれば、夜間調査を追加して実施すべきで
ある。 
なお、出水に飛来するツルは「鹿児島県の

ツルおよびその渡来地」として国の特別天然
記念物に指定されており、本事業実施区域周
辺を利用した群れは、これらのツルの一部で
あると考えられることから、準備書には具体
的な保全対策や事故が起きた場合の対応策等
を明記しておく必要がある。 
 
③レーダー調査の結果について 
資料編の２．レーダー調査に係る調査方法

及び結果に記載されている内容について、貴
社はレーダー調査により夜間でも鳥類の飛翔
軌跡が生じることを確認されているが、目視
による種の確認ができないことから、準備書
では夜間のレーダー調査の結果について記載
事実を掲載しているだけで、種ごと等に影響
を評価していない。しかしながら、先述のよ
うに計画地周辺では夜間でもツル類が渡って
いることが知られているため、出水市におけ
るツル類の渡来情報も鑑みながら、夜間に移
動する鳥類をツル類として渡り経路に対する
影響を評価しなおすべきである。 

渡り経路については把握できているものと考
えております。 

また、バードストライクの影響については事
後調査を実施し、その結果を踏まえて影響が明
らかとなった際には、専門家の意見も踏まえて
環境保全措置を検討いたします。 

 

②現地調査の結果、春季の渡りについては海
上での飛翔のみの確認であり、秋季について
は、尾根上を飛翔する個体は確認されなかった
ため、風力発電機設置予定地上空のツル類の飛
翔は確認されていないことから、影響は小さい
と考えております。 

障壁影響については、「公益財団法人日本野
鳥の会 自然保護室,2015,風力発電が鳥類に与
える影響の国内事例 Strix Vol. 31, pp. 3–30, 

2015」によると、実際に渡り時に鳥類が利用す
る体内エネルギーの消費量を計算した結果、迂
回により余計に必要となるエネルギーは小さ
いという研究もあると記載されています。ま
た、渡り時期については、鳥類の渡り経路上に
たくさんの風力発電施設が建ち、それらを順々
に迂回していくことで、やがてその迂回距離が
膨大になるという累積的影響が生じる場合に
は、深刻な問題となることが指摘されていると
記載されていますが、本事業地周辺には多数の
風車が存在しないことから、影響は小さいと考
えております。 

また、秋季については、レーダー調査により
夜間の飛翔軌跡について把握しております。 

なお、バードストライクについては事後調査
を実施し、その結果を踏まえて影響が明らかと
なった際には、専門家の意見も踏まえて環境保
全措置を検討いたします。また、評価書におい
てはバードストライクが発生した際の具体的
な保全措置を検討します。 

 

③レーダー調査では明確に種を特定するこ
とが難しく、ツル類の渡りに該当すると考えら
れる条件に基づいて飛翔軌跡を抽出しても、確
実なツルの飛翔軌跡とは断言できず、過小評価
又は過大評価になる恐れがあることから、あく
まで参考資料としてレーダー調査で確認され
た飛翔結果を示しました。調査期間において
は、出水市におけるツルの渡来及び北帰の情報
も鑑みながら、実施しております。なお、評価
書においては夜間に確認されたデータよりツ
ル類の可能性があるデータを抽出して評価書
にて示すことを検討いたします。 

25 (6)高度区分別の確認状況について 
表 10.1.4-20 では希少猛禽類について高度

区分別の確認状況がまとめられている。その
中で、計画地内での確認回数が少ないものも
含まれるが、ミサゴ、ハチクマ、サシバ、ノ
スリ、ハヤブサは高度 Mを飛翔する確率が 50%
以上と高く、いずれも猛禽類で生じやすいバ
ードストライクまたは障壁影響が発生する可

対象事業実施区域内を高度 M で飛翔した種
については、準備書 p782～p805、p809～p812
のとおり、年間予測衝突数を算出しておりま
す。年間予測衝突数が最も高かったサシバにつ
いても、各風力発電機設置予定位置における年
間予測衝突数は、環境省モデルでは 0.0001～
0.0079 個体/年、由井モデルでは 0.002～
0.0245 個体/年であり、特定の風力発電機設置

（表は次のページに続く） 

（表は前のページの続き） 
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能性がきわめて高い。そのため、希少猛禽類
の保全の観点から、これらの種が多く飛翔す
る場所では、風車の建設を避けるべきである。 

予定位置の上空を多く飛翔することはありま
せんでした。 
しかしながら予測には不確実性を伴ってい

るため、バードストライクについては事後調査
を実施し、その結果を踏まえて影響が明らかと
なった際には、専門家の意見も踏まえて環境保
全措置を検討いたします。 

26 (7)事後調査および環境保全措置について 
貴社は、発電所アセス省令第 31 条第 1 項の

規定によらずとも、下記に提案する事後調査
を実施し、および影響が生じた場合には順応
的管理の手法等に頼らず、下記の環境保全措
置を講ずるべきである。 
 
①死骸探索調査について 
貴社は準備書の 10.3 事後調査のうち「(3)

動物」において「バードストライク・バット
ストライクに関する調査」として、1 年間の
鳥類の死骸探索調査を行うこととしている。
死骸探索調査において貴重種の衝突事例を確
認した場合、死骸を一時冷凍保存したうえで
関係各所へ報告を行うとあるが、これではそ
の後に引き続き起こる可能性がある衝突事故
を防ぐことができない。ツル類や希少猛禽類
の渡り時期にそれらの衝突事例を確認した場
合は、渡りの時期が終了するまで、それらの
鳥類が衝突死したと考えられる風車およびそ
の周辺の風車の稼働を停止したうえで、それ
が生じた原因を解明し、その後の保全措置を
講じるべきである。 
 
②飛翔状況確認調査について 
貴社が作成した準備書には記載されていな

いが、貴社が建設した風車が運転開始した後、
最低でも 2 年間はツル類および希少猛禽類の
飛翔状況を調査し、風車建設後に移動経路や
繁殖地利用がどのように変化したかを調査す
べきである。また、もしそれらの鳥類につい
て障壁影響を含む生息地放棄等の影響が生じ
ている場合には、影響を発生させたと考えら
れると風車およびその周辺の風車の稼働を停
止したうえで、それが生じた原因を解明し、
その後の保全措置を講じるべきである。 
 
③サシバの繁殖への影響確認について 
公開された準備書では、サシバの繁殖期に

おける行動がふせられていることから、十分
に評価されているか不明であるが、「(2)計画
地周辺の自然環境および鳥類全般について」
で述べたように、サシバの繁殖状況について
事後調査と事前の調査結果との比較を行い、
必要に応じて稼働制限等の措置を検討すべき
である。 

①ツル類や猛禽類の渡りが衝突した事例が
確認された際には速やかに報告、原因を究明
し、保全措置を検討いたします。 
 
②ツル類については、春季の渡りは海上での

飛翔のみの確認であり、秋季は尾根上を飛翔す
る個体は確認されなかったため、風力発電機設
置予定地上空のツル類の飛翔は確認されませ
んでした。障壁影響については、「公益財団法
人日本野鳥の会 自然保護室,2015,風力発電が
鳥類に与える影響の国内事例 Strix Vol. 31, pp. 

3–30, 2015」によると、実際に渡り時に鳥類が
利用する体内エネルギーの消費量を計算した
結果、迂回により余計に必要となるエネルギー
は小さいという研究もあると記載されていま
す。また、渡り時期については、鳥類の渡り経
路上にたくさんの風力発電施設が建ち、それら
を順々に迂回していくことで、やがてその迂回
距離が膨大になるという累積的影響が生じる
場合には、深刻な問題となることが指摘されて
いると記載されていますが、本事業地周辺には
多数の風車が存在しないことから、影響は小さ
いと考えております。また、サシバについては、
対象事業実施区域の周囲で繁殖が確認された
ものの、各風力発電機設置予定位置における年
間予測衝突数は、環境省モデルでは 0.0001～
0.0079 個体/年、由井モデルでは 0.002～
0.0245 個体/年でした。サシバを含む希少猛禽
類が特定の風力発電機設置予定位置の上空を
多く飛翔することはありませんでした。以上の
ことから風力発電機設置による影響は小さい
ものと予測しております。 
しかしながら、予測には不確実性を伴ってい

ること、専門家から「事後調査についてはバー
ドストライク調査を実施してほしい」とご意見
をいただいていることから、バードストライク
については事後調査を実施し、その結果を踏ま
えて影響が明らかとなった際には、専門家の意
見も踏まえて環境保全措置を検討いたします。 
 
③サシバについては、生息地保全の観点か

ら、公開版準備書においては営巣位置等を示し
ておりません。現地調査においては、本種の繁
殖期における飛翔は主に営巣地周辺に限られ
ること等、サシバの生息状況及び繁殖状況につ
いては把握できていると考えます。非公開版準
備書においては詳細を示しており、これにより
審査会等では適切に審査されるものと考えて
おります。また、生態系の予測結果で示してい
るとおり、周辺にも好適な環境が広く分布して
いることから、営巣環境及び採餌環境は維持さ
れると考えられること、さらに環境保全措置を
講じることにより、繁殖環境への影響は低減で
きると考えられることから、サシバの繁殖に与
える影響は小さいものと予測しています。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 

（表は前のページの続き） 
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表 2 環境影響評価準備書について提出された意見と事業者の見解（その他の意見） 

意見書番号 

（意見者所属） 

意見 

番号 

意見 事業者の見解 

10 
（苓北町在住 H 氏） 

27 地域貢献度として、工事に際しては地元業
者を参加させていただきたい。 

これまでにも本事業による地域経済波及効
果に関するご要望をいただいております。 

風車建設工事につきましては、工事の元請け
は風車建設の実績のある建設会社となる予定
ですが、地元へのご協力のため、可能な限り地
元企業への工事等発注について元請け企業と
検討させていただきたいと思います。 

注：一般の意見は原文のとおり記載している。 
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［別紙 1］ 

○日刊新聞紙における公告 

 

熊本日日新聞（令和 2 年 10 月 30 日（金）） 
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［別紙 2-1］ 

○インターネットによる「お知らせ」 

（熊本県のウェブサイト） 
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［別紙 2-2(1)］ 

（株式会社レノバ 環境影響評価ウェブサイト） 
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［別紙 2-2(2)］ 
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［別紙 3］ 

○ご意見記入用紙 

 


